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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第67期

第１四半期連結
累計期間

第68期
第１四半期連結

累計期間
第67期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 （百万円） 36,735 38,734 152,879

経常利益 （百万円） 784 353 2,829

四半期（当期）純利益 （百万円） 495 236 1,945

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 671 269 1,779

純資産額 （百万円） 35,544 36,498 36,474

総資産額 （百万円） 67,209 66,060 65,382

１株当たり四半期（当期）
純利益

（円） 18.88 9.00 74.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 52.9 55.2 55.8

　（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. １株当たり四半期（当期）純利益の算定にあたっては、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を自

己株式に加算しております。

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の

内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前

事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結は行われておりま

せん。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社、

連結子会社及び持分法適用会社）が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動から弱

い動きがみられるものの、企業収益や雇用情勢の改善など緩やかな回復基調が続いております。

飼料業界におきましては、主原料のとうもろこし価格が、米国産の堅調な輸出需要やウクライ

ナの情勢悪化による同国の供給減少懸念などから上昇しております。また、大豆粕につきまして

も世界的に旺盛な需要により高値水準で推移しております。こうした原料状況を反映して、飼料

メーカー各社は配合飼料価格を値上げしましたが、原材料価格の上昇分全てを転嫁できなかった

ことにより、厳しい事業環境となりました。

このような状況のなか、当社は原料高騰に対応するために、原料の有効的利用によるコストダ

ウン等を実施し、原価の低減に注力しました。また、新たな市場開拓はもとより顧客の要望に合

致した新製品の開発、積極的な販売活動の推進による売上拡大を図る一方、生産性向上、経費の

削減などにより業績の向上に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高387億34百万円（前年同四半期比5.4％

増）、営業利益３億69百万円（前年同四半期比44.8％減）、経常利益３億53百万円（前年同四半

期比55.0％減）、四半期純利益２億36百万円（前年同四半期比52.2％減）となりました。

売上高は、主力の畜産飼料の販売量が前年同四半期を上回ったことなどにより、5.4％の増収

となりました。営業利益は、飼料販売量が増加したものの、売上総利益率の低下や販売費及び一

般管理費の増加などにより、44.8％の減益となりました。四半期純利益は、営業外費用に貸倒引

当金繰入額を計上したことなどにより、52.2％の減益となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（飼料）

売上高は、平均販売価格が前年同四半期を若干下回ったものの、販売量が上回ったため、前年

同四半期比5.1％増の325億27百万円となりました。セグメント利益は、畜産飼料の販売量が増加

したものの、原料ポジションの悪化による売上総利益率の低下や貸倒引当金繰入額の増加などに

より、前年同四半期比47.4％減の２億85百万円となりました。

（コンシューマー・プロダクツ）

ペットフードの販売量は減少したものの、畜産物の取扱量が増加したことにより、売上高は、

前年同四半期比18.0％増の46億93百万円となりました。セグメント利益は、前年同四半期比

58.3％減の21百万円となりました。増収減益となった主な理由は、運賃などの費用が増加したた

めであります。
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（その他）

売上高は、前年同四半期比16.6％減の15億13百万円、セグメント利益は、前年同四半期比

90.7％減の12百万円となりました。減収減益となった主な理由は、畜産用機器の販売台数が減少

したためであります。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めてお

り、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　当社は、平成20年５月１日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針について、決議いたしました。その内容は以下のとおりであり

ます。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取

引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するもので

はありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定

に委ねられるべきだと考えています。

しかしながら、当社の経営にあたっては、飼料業界及び畜産業界における幅広いノウハウと

豊富な経験並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への

十分な理解が不可欠であります。株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダー

との良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映している

とは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提

供されないものもありえます。そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負

託された者として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者

との交渉などを行う必要があると考えています。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多くの投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社グ

ループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の取組みを

実施しております。これらの取組みは、本基本方針の実現に資するものと考えております。

(a）当社経営基本方針

当社は、昭和24年の設立以来「顧客の要求を見つけだしこれを満たす」という社訓を原点

に企業としての社会的責任を全うし、飼料を通じて食生活に潤いと安全・安心をお届けし、

価値の創造、需要の掘り起こしを図っております。

(b）当社経営基本方針を実現するための取組み

当社は、経営理念を具現化するため、下記に取組んでおります。

(ア）顧客の要望（安全・安心）を満たす工場展開を推進する。

(イ）自社工場の特性ある設備で特性ある製品の提供を行い顧客に貢献する。

(ウ）顧客の多彩な要望に応える商品開発のため、研究技術力の向上を図る。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

当社は、平成20年６月27日開催の第61期定時株主総会にて買収防衛策を導入し、平成23年６

月29日開催の第64期定時株主総会において、一部変更を加えた上で買収防衛策を継続しており

ましたが、その有効期間が満了することに伴い、平成26年６月27日開催の第67期定時株主総会

において株主の皆様の承認を受け、買収防衛策を継続いたしております。

(a）買収防衛策導入の目的
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当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、買付に応じるべきか

否かを、株主の皆様に判断していただき、また当社取締役会が代替案を提案するために必要

な時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすること

で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止できる体制を平

時において整えておくことが不可欠との結論に至りました。

(b）大規模買付ルールの内容

大規模買付ルールとは、大規模買付者に対して、事前に当社取締役会に対し必要かつ十分

な情報の提供を求め、大規模買付行為につき当社取締役会による一定の評価期間を確保した

上で、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交

渉・協議等を行っていくための手続です。その概要は以下のとおりです。

(ア）対象となる大規模買付行為

特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付

行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買

付行為といたします。

(イ）意向表明書の事前提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、

大規模買付ルールに従う旨の誓約及び意向表明書をご提出いただきます。

(ウ）情報の提供

取締役会は、上記(イ)の意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内

に、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のために取

締役会に対して提供していただくべき必要かつ十分な情報のリストを交付します。

(エ）当社の意見の通知・開示

取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対

し本必要情報の提供を完了した日の翌日から起算して60日間（対価を現金（円貨）のみ

とする公開買付による当社全株式を対象とする大規模買付行為の場合）又は90日間（そ

の他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案

立案のための期間として与えられるべきものと考えます。

取締役会評価期間中、取締役会は独立の外部専門家等の助言を受けながら、提供され

た本必要情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見をとりまとめます。

また、必要に応じ大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交

渉し、取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

(オ）株主意思の確認

取締役会が上記(エ)において大規模買付行為に対する対抗措置を取ることが相当であ

ると判断した場合は、実務上可能な限り速やかに当社株主総会を開催し、株主意思確認

総会の決議の結果に従い、対抗措置を発動するか否かを決するものとします。

(c）大規模買付行為が行われた場合の対応方針

(ア）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規

模買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付行為についての反対意見を表明し

たり、代替案を提示することにより株主の皆様を説得するにとどめ、原則として当該大

規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

大規模買付行為に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模買付行為及び当

社が提示する大規模買付行為に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこ

とになります。

(イ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的と

して、対抗措置を取ることがあります。当社が発動する対抗措置は、新株予約権の無償
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割当といたします。対抗措置を発動することの是非については取締役会は、株主の皆様

のご意思を尊重する趣旨から株主意思確認総会を開催し、対抗措置を発動することの是

非について株主の皆様にご判断いただくことができるものとします。

(d）株主・投資家に与える影響

(ア）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するた

めに必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の

皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主

の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断を

することが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につ

ながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆

様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益

に資するものであると考えております。

(イ）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響

対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側

面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。

(e）有効期間、継続、廃止及び変更

買収防衛策の有効期間は、平成26年６月27日開催の第67期定時株主総会終了後３年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、継続（一部

修正した上での継続を含む。）については別途平成29年６月に開催予定の当社定時株主総会

の承認を経ることとします。

ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において買収防衛策を変更又は廃止

する旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会において買収防衛策を廃止する旨の決議が

行われた場合には、当該決議に従いその時点で変更又は廃止されるものとします。

④　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

買収防衛策は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的を

もって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものであります。特に、買収防衛策は、

平成26年６月27日開催の第67期定時株主総会において、継続することについて株主の皆様のご

意思をお諮りしたこと、その内容として買収防衛策を発動する際には株主意思確認総会におい

て是非を株主の皆様にご判断いただくこととする合理的な客観的要件が設定されていることに

より、その公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るものであって、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

(3）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億71百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更

はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】
 

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式    26,535,508    26,535,508

東京証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

 

計   26,535,508   26,535,508 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 26,535 － 2,695 － 2,294

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　52,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 26,454,100 264,541 －

単元未満株式 普通株式　　 28,908 － －

発行済株式総数 26,535,508 － －

総株主の議決権 － 264,541 －

　(注)　完全議決権株式（自己株式等）には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式152,900株を含めて

　　　おりません。

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数
の合計（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

（％）

中部飼料株式会社
愛知県知多市北浜町
14番地６

52,500 － 52,500 0.19

計 － 52,500 － 52,500 0.19

　(注)　１. 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式1,000株（議決権10個）が

あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含まれて

おります。

　　　　　　　２. 自己株式等には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式152,900株を含めておりません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成

26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から

平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、名古屋監査法人による四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】
  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,197 1,200

受取手形及び売掛金 28,523 28,941

商品及び製品 1,985 2,074

仕掛品 620 605

原材料及び貯蔵品 5,651 6,708

その他 2,347 1,543

貸倒引当金 △303 △330

流動資産合計 40,022 40,742

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,549 6,451

機械装置及び運搬具（純額） 5,431 5,171

工具、器具及び備品（純額） 575 576

土地 7,180 7,180

リース資産（純額） 23 22

建設仮勘定 － 148

有形固定資産合計 19,759 19,550

無形固定資産 1,061 915

投資その他の資産   

投資有価証券 3,470 3,879

長期貸付金 968 949

退職給付に係る資産 214 214

その他 653 655

貸倒引当金 △766 △847

投資その他の資産合計 4,539 4,852

固定資産合計 25,360 25,317

資産合計 65,382 66,060
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,030 10,928

短期借入金 6,600 7,800

1年内返済予定の長期借入金 2,020 2,640

未払法人税等 660 113

賞与引当金 354 238

役員賞与引当金 39 －

その他 2,129 2,276

流動負債合計 22,835 23,996

固定負債   

長期借入金 4,250 3,608

債務保証損失引当金 48 46

退職給付に係る負債 423 451

資産除去債務 83 83

その他 1,267 1,375

固定負債合計 6,073 5,565

負債合計 28,908 29,562

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,695 2,695

資本剰余金 2,353 2,353

利益剰余金 30,003 29,977

自己株式 △145 △128

株主資本合計 34,906 34,897

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,188 1,452

繰延ヘッジ損益 380 152

為替換算調整勘定 △6 △10

退職給付に係る調整累計額 △8 △8

その他の包括利益累計額合計 1,553 1,585

少数株主持分 14 15

純資産合計 36,474 36,498

負債純資産合計 65,382 66,060
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 36,735 38,734

売上原価 33,148 35,281

売上総利益 3,586 3,452

販売費及び一般管理費 2,918 3,083

営業利益 668 369

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 59 66

貸倒引当金戻入額 18 －

債務保証損失引当金戻入額 1 1

保管料収入 27 45

負ののれん償却額 10 －

その他 56 26

営業外収益合計 177 142

営業外費用   

支払利息 21 19

持分法による投資損失 14 8

貸倒引当金繰入額 － 81

保管料原価 23 42

その他 1 6

営業外費用合計 61 158

経常利益 784 353

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除売却損 7 8

投資有価証券評価損 14 0

ゴルフ会員権評価損 0 0

特別損失合計 22 8

税金等調整前四半期純利益 762 344

法人税、住民税及び事業税 172 117

法人税等調整額 90 △10

法人税等合計 262 106

少数株主損益調整前四半期純利益 499 238

少数株主利益 4 1

四半期純利益 495 236
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 499 238

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11 263

繰延ヘッジ損益 158 △228

為替換算調整勘定 2 △1

退職給付に係る調整額 － 0

持分法適用会社に対する持分相当額 － △3

その他の包括利益合計 172 31

四半期包括利益 671 269

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 666 268

少数株主に係る四半期包括利益 5 1
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付

会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35

項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間

より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の算定方法を割引率決定

の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する

方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率を使用する方法へ変更しております。

　なお、この変更に伴う期首の退職給付に係る資産、退職給付に係る負債、利益剰余金及び損

益に与える影響はありません。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付

する取引を行っております。

（1）取引の概要

　当社は、平成23年２月３日開催の取締役会において、当社従業員の当社の業績や株価へ

の意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長

期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員持

株ＥＳＯＰ信託」を導入しました。

　当社が「マルナカ従業員持株会」（以下「当社持株会」）に加入する従業員のうち一定

の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は平成23年４月から平成28年

４月までの５年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定め

る取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売

却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員

の拠出割合に応じて金銭が分配されます。

（2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第30号　平成25年12月25日）を適用しておりますが、従来採用していた方法によ

り会計処理を行っております。

（3）信託が保有する自社の株式に関する事項

　信託が保有する当社株式の信託における帳簿価額は、前連結会計年度110百万円、当第１

四半期連結会計期間93百万円で、株主資本において自己株式として計上しております。ま

た、当該株式の期末株式数は、前連結会計年度180,700株、当第１四半期連結会計期間

152,900株、期中平均株式数は、前第１四半期連結会計期間268,950株、当第１四半期連結

会計期間170,700株であり、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりま

す。
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（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

　取引先及び従業員に対し、次のとおり債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

畜産ローン 1 件 4 百万円 畜産ローン 1 件 3 百万円

得意先の金融機関借入保証 4  183  得意先の金融機関借入保証 4  174  

従業員住宅ローン 1  0  従業員住宅ローン 1  0  

得意先の畜産機械リース

の支払保証
2  1  

得意先の畜産機械リース

の支払保証
2  1  

計 8  189  計 8  178  

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費

を含む。）、のれん及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 641 百万円 596 百万円

のれんの償却額 2 －

負ののれんの償却額 10 －

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 209 ８ 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

　（注）配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金２百万円を含めておりません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 263 10 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

　（注）配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金１百万円を含めておりません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 飼料
コンシューマー・

プロダクツ
計

売上高        

外部顧客への売上高 30,941 3,978 34,919 1,815 36,735 － 36,735

セグメント間の

内部売上高又は振替高
181 0 181 13 195 △195 －

計 31,123 3,978 35,101 1,829 36,931 △195 36,735

セグメント利益 542 51 593 140 734 27 762

　　（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、畜産用機器等を含んでおりま

す。

　２. セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△249百万円、金融収支283百

万円が含まれております。

　３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 飼料
コンシューマー・

プロダクツ
計

売上高        

外部顧客への売上高 32,527 4,693 37,220 1,513 38,734 － 38,734

セグメント間の

内部売上高又は振替高
195 0 195 6 202 △202 －

計 32,723 4,693 37,416 1,520 38,937 △202 38,734

セグメント利益 285 21 307 12 320 24 344

　　（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、畜産用機器等を含んでおりま

す。

　２. セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△252百万円、金融収支297百

万円が含まれております。

　３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益 18円88銭 ９円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 495 236

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 495 236

普通株式の期中平均株式数（株） 26,218,317 26,312,251

　　　 （注）１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　　２. 従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株

式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第１四半期連結累計期間268,950株、当第

１四半期連結累計期間170,700株）。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 
 

平成26年８月８日

中部飼料株式会社

取締役会　御中

 

名古屋監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士   中　田　惠　美　　㊞

 

 業務執行社員  公認会計士   魚　住　康　洋　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る中部飼料株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会

計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１

日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中部飼料株式会社及び連結子会社
の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適
正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 
 
　（注）１. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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